
災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定書 

 

（目的） 
第１条 この協定は、災害の発生により、愛知県内の市町村及び一部事務組合

（以下「市町村等」という。）が一般廃棄物処理業務を、また、愛知県流域下

水道管理者及び愛知県内の公共下水道管理者（以下「下水道管理者」という。）

が下水処理業務を独自では適正に遂行できない場合において、愛知県（以下

「県」という。）、市町村等及び下水道管理者が相互に応援するために必要な

事項を定めることにより、一般廃棄物及び下水の円滑な処理を図り、もって、

生活環境の保全に資することを目的とする。 

 
（協定の締結） 
第２条 この協定は、災害時の一般廃棄物処理業務及び下水処理業務に関し、

県、市町村等及び下水道管理者の相互間において締結するものとする。 

 
（応援要請等） 
第３条 災害の発生に起因して、下記のいずれかに該当する場合、応援を必要

とする市町村等及び下水道管理者（以下「要請自治体等」という。）は他の市

町村等及び下水道管理者に応援の要請（以下「応援要請」という。）をするこ

とができる。 
（１）一般廃棄物の収集又は運搬に支障が生じた場合 
（２）一般廃棄物処理又は下水処理に支障が生じた場合 
（３）その他特に必要がある場合 

 
２ 応援要請は、次の事項を電話等で連絡した後、速やかに文書で通知するも

のとする。 
（１） 災害の発生日時、場所及び災害の状況 
（２） 必要とする業務の内容及び一般廃棄物又は下水の処理量の見込み 
（３） 必要とする人員、車両、資機材等の品名及び数量 
（４） 応援の場所及び期間 
（５） 連絡責任者 
（６） その他必要事項 

 
３ 要請自治体等は、応援要請を行ったときは、その旨を速やかに県に報告す

るものとする。 
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４ 応援要請を受けた市町村等及び下水道管理者は、自らの業務に支障がない

限り応援を行うものとする。 

 
５ 要請自治体等は、この協定に基づく相互応援を効果的に実施できるよう必

要に応じ県に調整及びあっせんを要請することができる。 

 
（県の役割） 
第４条 県は、第 3 条第 5 項の要請を受けたときは、必要な措置を講ずるもの

とする。 

 
２ 県は、要請自治体等が応援要請を行うことができない状況にあると判断し

たときは、他の市町村等及び下水道管理者に応援について必要な指示を行う

ものとする。 

 
（経費の負担） 
第５条 応援に要する経費は、原則として要請自治体等がこれを負担するもの

とする。 

 
（民間業者の活用） 
第６条 県、市町村等及び下水道管理者は災害時の応援を迅速に実施するため、

民間廃棄物処理業者等の活用を図るものとする。 

 
（実施細目） 
第７条 この協定の運用に関し必要な事項は、別に定める。 

 
２ この協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとす

る。 

 
 この協定は、平成２６年１月１日から効力を生ずるものとする。 
平成８年３月１２日締結の「一般廃棄物処理に係る災害相互応援に関する協

定」は廃止する。 

 
この協定の成立を証明するため、本書１２６通を作成し愛知県知事、市町村

等の長及び下水道管理者が記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

平成２６年１月１日 


